
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

都市計画マスタープラン（平成 14 年 3 月策定）は、市

民と行政が共有する稚内市独自の「まちづくりの設計図」

です。稚内市では、この計画を踏まえ地域の実情に合った

まちづくりを進めてきました。 

その後の社会経済情勢の変動、上位計画・関連計画の改

定、都市構造の変化や都市の脱炭素＊化などに対応するた

め、都市計画マスタープランの改定を行いました。 

ここでは、改定後の計画のねらいや策定体制などを示し

ます。 
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  1     計画の目的と方法 

1-1 計画の目的 
 

都市計画マスタープランとは、まちづくりの大きな方針。 

いわば、20 年後の稚内の「まちづくりの設計図」をつくること。 
 

（1）計画の目的 
人やものが行き交い、賑わいのあるまちの創出や地域社会全体で環境負荷の低減を図り、

人と地球にやさしい環境都市の実現に向けて、稚内市の現状と課題、市民のニーズを的確に

とらえ、土地利用＊や都市施設＊の都市計画＊の方針を示し稚内市における都市づくりの総合

的な指針を定めることを目的とします。 

（2）計画策定区域と計画の目標期間 
計画策定区域は、都市計画区域＊を対象とします。 

計画の目標期間は、平成 27 年の改定から 20 年後（令和 16 年）を目標として策定します。 

（3）計画の位置づけ 
稚内市においては、総合計画が最も上位の計画です。 

「都市計画マスタープラン」は、「稚内市総合計画」、「稚内都市計画 都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針＊」を踏まえて、都市計画の分野の行政運営の基本方針を示したものとし

て位置づけられます。 

都市計画法においては、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、都市計画を持

つ市町村での策定が義務となっています。 

（4）計画の役割 
今後の稚内市が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即して行なうことを基本と

します。 

（5）計画改定の背景 
稚内市では、平成14年３月に、都市計画マスタープランを策定したのち、その後の社会情勢

の変化や脱炭素＊社会への転換などの課題に対応するため、平成 27 年３月に改定を行いまし

た。 

改定から６年が経過しましたが、今回は「稚内市立地適正化計画」の策定と、まちの情勢

にあわせた土地利用を推進するため、これらにあわせた現行計画の部分改定を行うこととし

ました。 
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図 1. 計画策定区域 
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1-2 計画策定の方法 
 

市民の意見やアイディアを反映し、計画の改定を行いました。 
 

（1）基本的な考え方 
都市計画マスタープランは、市民と行政が共有する「まちづくりの設計図」です。 

今回の改定でも、現行の都市計画マスタープラン改定時と同様に、市民の意見やアイディアを

反映することを目指し、現行の計画内容を踏まえつつ、「北の住まいるタウン＊」の基本的な考え

方や上位・関連計画等に即し、新たな課題に対応した土地利用＊や都市基盤施設＊の整備方針等を

検討したうえで、新たな「稚内市都市計画マスタープラン」を策定しました。 

（2）計画づくりにおける住民参加 
平成27年３月に改定した現行計画の際は、住民参加を単なる手続きとするのではなく、計画が

より実効性のあるものとなるよう、多様な住民参加の手法を用いました。 

また、計画の策定にあたっては、北海道大学大学院工学研究院の瀬戸口 剛教授を委員長とし、

市内各団体及び一般公募による13名の委員により構成される、「都市計画マスタープラン策定委

員会」を設置し、専門的かつ広範な議論を行いました。 

住民参加の手法としては、「まちづくり意識調査」や市民が直接意見を出し合うワークショップ
＊等の開催を行いました。ワークショップ開催時には「まちづくりフォーラム」も開催し、瀬戸口

教授より稚内の将来を考えるご講演を頂きました。さらに、最終的な計画案に対して市民の意見

を反映するためのパブリック・コメント＊を実施しました。 

【平成 27 年３月改定時】 

① まちづくり意識調査（対象：3,000 人）（平成 25 年９月実施） 

② 策定委員会（平成 26 年 1 月 31 日、７月 17 日、10 月８日開催） 

③ 子どもワークショップ（平成 26 年５月 10 日開催） 

④ まちづくりフォーラム（平成 26 年５月 17 日開催） 

演題「稚内のまちの 10 年後を考えよう！」 

⑤ 市民ワークショップ（まちづくりサロン）（平成26年５月17日・25日開催） 

⑥ パブリック・コメント（平成 26 年 11 月 10 日～12 月 12 日実施） 
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今回の計画の見直しにあたっては、前回の改定時に引き続き北海道大学大学院工学研究院の瀬

戸口 剛教授を委員長とし、市内各団体の11名の委員により構成される、「都市計画マスタープラ

ン及び立地適正化計画検討委員会」を設置し、活発な議論を重ねました。 

また、市民2,000人を対象とした「市民アンケート」やパブリック・コメントも行い、前回改

定時からの市民の意識の変化も踏まえながら、計画の見直し作業を進めました。 

【令和４年３月改定時】 

① 市民アンケート（対象：2,000 人）（令和３年９月実施） 

② 検討委員会（令和３年７月 16 日、10 月 22 日、11 月 24 日開催） 

③ パブリック・コメント（令和４年１月 27 日～２月９日実施） 

 

 


